
第２２期第３７回筑前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和７年１月２７日（月） １４：００～ 

 

２ 場 所   福岡県庁４階 漁業調整委員会室 

 

３ 議 題 

（１）筑前海区漁場計画の変更について（諮問）          資料１ 
 
 
（２）福岡県海域に入漁する佐賀県いかつり漁船（５トン以上）の操業について

（協議）                          資料２ 
 
 
（３）筑前海区における新規許可に係る制限措置等について（諮問） 資料３ 
 
 
（４）山口、福岡両県いかつり漁業に関する覚書について（協議）  資料４ 
 
 
（５）唐津湾におけるかたくちいわしまき網漁業の操業協定について（協議） 

資料５ 
 
 
（６）佐賀県海域に入漁する福岡県ごち網漁業に係る操業協定について（協議） 

資料６ 
 
 
（７）アサリじょれんの間口制限に係る委員会指示について（協議） 資料７ 
 
 
（８）一本釣に使用する集魚灯に係る委員会指示について（協議）  資料８ 
 
 
（９）福岡佐賀いかかご漁業協定書について（報告）        資料９ 
 
 
（10）その他 
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　　資　料　１
（22-37　筑前漁調委）
（令和７年１月２７日）



筑前海区漁場計画変更に係る基本方針について 

 

令和７年１月２１日 
漁 業 管 理 課 

【現行漁場計画】 

・筑前海区には筑共第１～２１号（第１種、第２種）、筑共第１０１～１１０

号（第３種）、区画漁業権（団体 56、個別２件）及び定置漁業権２件を設定。 

・沿岸漁場保全は設定なし 

・共同漁業権の免許期間は令和５年９月１日から令和 15 年８月 31 日。 

 区画及び定置漁業権の免許期間は令和５年９月１日から令和10年８月31日。 

 

【変更計画のポイント】 

・各地区での試験養殖について一定の成果があり、事業化が見込めるものは

海区漁場計画を変更のうえ、新規の区画漁業権として設定。 

・共同漁業権、定置漁業権及び沿岸漁場保全は変更なし。 

 

 

【漁場計画素案概要】 

〇 区画漁業権（別紙一覧表参照） 

・試験養殖により事業化・事業拡大が見込める以下の各地先の養殖を新規

漁業権として設定。 
 

漁協（支所） 漁業種類 
個別・団体

の別 
試験養殖 
開始年度 

糸  島（芥屋） わ か め 団体 Ｒ４ 
糸  島（岐志） か    き 団体 Ｒ４ 
福岡市（唐泊） か    き 個別 Ｒ５ 
糸  島（岐志） あかもく 団体 Ｒ３ 
糸  島（岐志） あかもく 団体 Ｒ３ 
糸  島（芥屋） あかもく 団体 Ｒ３ 
糸  島（芥屋） あかもく 団体 Ｒ３ 
糸  島（野北） あかもく 団体 Ｒ５ 
福岡市（西浦） あかもく 団体 Ｒ４ 
糸  島（船越） う    に 団体 Ｒ５ 
糸  島（岐志） う    に 団体 Ｒ４ 
糸  島（芥屋） う    に 団体 Ｒ５ 
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【今後のスケジュール（見込）】 

  R7. 1 月  漁場計画変更案 漁調委諮問        

    R7. 2 月  公聴会、答申 

  R7. 5 月  漁場計画変更公示            

  R7. 6 月  漁協総会 

  R7. 7 月  免許申請 

  R7. 8 月  免許諮問・答申           

  R7. 9 月 1 日 免許  
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、
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、
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筑 区 第 1 3 0 7 号

第 １ 種 区 画 漁 業
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業

1
0月
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日

か
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年

６
月
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ま
で
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島
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志

摩
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屋
地

先
次

の
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)　
、

(ロ
)　

、
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、
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及
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台
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4
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岐

志
港

西
防

波
堤

灯
台
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0
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殖
業

1
0月

１
日

か
ら

翌
年

６
月

3
0日

ま
で

糸
島

市
志

摩
芥

屋
地

先
次

の
(イ

)　
、

(ロ
)　

、
(ハ

)　
、

(ニ
)　

、
（
ホ

）
、

（
ヘ

）
及

び
（
イ

）
を

順
次

に
結

ん
だ

直
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

区
域

基
点

第
5
8号

　
筑

前
ノ

ー
瀬

灯
台

(イ
)　

　
基

点
第

5
8号

か
ら

真
方

位
5
2度

3
9分

　
1
,0

3
0メ

ー
ト

ル
の

点
(ロ

)　
　

基
点

第
5
8号

か
ら

真
方

位
5
7度

5
4分

　
1
,0

1
2メ

ー
ト

ル
の

点
(ハ

)　
　

基
点

第
5
8号

か
ら

真
方

位
7
2度

2
2分

　
 9

3
0メ

ー
ト

ル
の

点
(ニ

)　
　

基
点

第
5
8号

か
ら

真
方

位
7
1度

4
5分

　
 9

0
6メ

ー
ト

ル
の

点
(ホ

)　
　

基
点

第
5
8号

か
ら

真
方

位
5
7度

1
5分

　
9
9
3メ

ー
ト

ル
の

点
(ヘ

)　
　

基
点

第
5
8号

か
ら

真
方

位
5
2度

2
9分

　
1
,0

1
0メ

ー
ト

ル
の

点

漁
期

終
了

ま
で

に
当

該
養

殖
施

設
を

撤
去

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

糸
島

市
志

摩
芥

屋
、

神
在

、
前

原
中

央
、

井
田

原
、

福
岡

市
南

区
井

尻

団 体 漁 業 権

糸
島

市
志

摩
新

町
、

岐
志

、
御

床
、

久
家

、
井

原
、

桜
井

、
野

北
、

芥
屋

、
荻

浦
、

前
原

西
、

波
多

江
駅

北
、

神
在

、
大

門
、

福
岡

市
城

南
区

堤
団

地
、

西
区

今
宿

西

久
家

、
井

原
、

桜
井

、
野

北
、

芥
屋

、
荻

浦
、

前
原

西
、

波
多

江
駅

北
、

神
在

、
大

門
、

福
岡

市
城

南
区

堤
団

地
、

西
区

今
宿

西

新 規 漁 業 権

筑 区 第 1 3 0 8 号

第 １ 種 区 画 漁 業

あ
か

も
く
養

殖
業

1
0月

１
日

か
ら

翌
年

６
月

3
0日

ま
で

糸
島

市
志

摩
野

北
地

先
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イ
免

許
予

定
日

令
和

７
年

９
月

１
日

ウ
漁

業
権

の
存

続
期

間
　

　
　

令
和

７
年

９
月

１
日

か
ら

令
和

１
０

年
８

月
３

１
日

ま
で

な
し

糸
島

市
志

摩
新

町
、

岐
志

、
御

床
、

久
家

、
井

原
、

桜
井

、
野

北
、

芥
屋

、
荻

浦
、

前
原

西
、

波
多

江
駅

北
、

神
在

、
大

門
、

福
岡

市
城

南
区

堤
団

地
、

西
区

今
宿

西

団 体 漁 業 権

新 規 漁 業 権新 規 漁 業 権

筑 区 第 1 4 0 3 号

第 １ 種 区 画 漁 業

う
に

養
殖

業
１

月
１

日
か

ら
1
2

月
3
1日

ま
で

糸
島

市
志

摩
岐

志
地

先
次

の
(イ

)　
、

(ロ
)　

、
(ハ

)　
、

(ニ
)　

及
び

（
イ

）
を

順
次

に
結

ん
だ

直
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

区
域

基
点

第
5
7号

　
岐

志
港

西
防

波
堤

灯
台

(イ
)　

　
基

点
第

5
7号

か
ら

真
方

位
0
0
1度

4
0分

　
3
4
3メ

ー
ト

ル
の

点
(ロ

)　
　

基
点

第
5
7号

か
ら

真
方

位
0
2
2度

2
0分

　
3
3
4メ

ー
ト

ル
の

点
(ハ

)　
　

基
点

第
5
7号

か
ら

真
方

位
0
2
4度

5
9分

　
2
6
0メ

ー
ト

ル
の

点
(ニ

)　
　

基
点

第
5
7号

か
ら

真
方

位
3
5
7度

2
0分

　
2
6
5メ

ー
ト

ル
の

点

筑 区 第 1 3 0 9 号

第 １ 種 区 画 漁 業

あ
か

も
く
養

殖
業

1
0月

１
日

か
ら

翌
年

６
月

3
0日

ま
で

福
岡

市
西

区
西

浦
地

先
次

の
(イ

)　
、

(ロ
)　

、
(ハ

)　
、

(ニ
)　

及
び

（
イ

）
を

順
次

に
結

ん
だ

直
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

区
域

基
点

第
9
2号

　
西

浦
漁

港
北

側
防

波
堤

突
端

の
西

側
突

端
(イ

)　
　

基
点

第
9
2号

か
ら

真
方

位
0
0
6度

2
9分

　
2
8
7メ

ー
ト

ル
の

点
(ロ

)　
　

基
点

第
9
2号

か
ら

真
方

位
0
1
9度

5
8分

　
2
4
8メ

ー
ト

ル
の

点
(ハ

)　
　

基
点

第
9
2号

か
ら

真
方

位
0
1
9度

2
2分

　
8
8メ

ー
ト

ル
の

点
(ニ

)　
　

基
点

第
9
2号

か
ら

真
方

位
3
5
5度

4
0分

　
1
0
2メ

ー
ト

ル
の

点

漁
期

終
了

ま
で

に
当

該
養

殖
施

設
を

撤
去

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

福
岡

市
西

区
大

字
西

浦
団 体 漁 業 権

新 規 漁 業 権

号 筑 区 第 1 4 0 2 号

第 １ 種 区 画 漁 業

う
に

養
殖

業
１

月
１

日
か

ら
1
2

月
3
1日

ま
で

糸
島

市
志

摩
久

家
地

先
次

の
(イ

)　
、

(ロ
)　

、
(ハ

)　
、

(ニ
)　

、
（
ホ

）
、

（
ヘ

）
、

（
ト

）
及

び
(イ

)　
を

順
次

に
結

ん
だ

直
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

区
域

基
点

第
5
6号

　
糸

島
市

志
摩

船
越

船
越

漁
港

南
防

波
堤

突
端

に
設

定
し

た
標

識 (イ
)　

　
基

点
第

5
6号

か
ら

真
方

位
0
7
6度

0
7分

　
1
6
2メ

ー
ト

ル
の

点
(ロ

)　
　

基
点

第
5
6号

か
ら

真
方

位
0
4
6度

4
1分

　
3
5
7メ

ー
ト

ル
の

点
(ハ

)　
　

基
点

第
5
6号

か
ら

真
方

位
0
9
2度

1
1分

　
6
7
8メ

ー
ト

ル
の

点
(ニ

)　
　

基
点

第
5
6号

か
ら

真
方

位
1
0
5度

4
6分

　
9
3
7メ

ー
ト

ル
の

点
(ホ

)　
　

基
点

第
5
6号

か
ら

真
方

位
1
3
5度

1
0分

　
8
5
7メ

ー
ト

ル
の

点
(ヘ

)　
　

基
点

第
5
6号

か
ら

真
方

位
1
3
8度

4
0分

　
4
9
3メ

ー
ト

ル
の

点
(ト

)　
　

基
点

第
5
6号

か
ら

真
方

位
1
0
9度

3
7分

　
5
2
1メ

ー
ト

ル
の

点

な
し

糸
島

市
志

摩
船

越
、

志
摩

久
家

、
志

摩
師

吉
、

志
摩

初
、

志
摩

御
床

、
志

摩
松

隈
、

波
多

江
駅

南
、

前
原

駅
南

、
前

原
南

、
福

岡
市

西
区

今
津

団 体 漁 業 権

新 規 漁 業 権

筑 区 第 1 4 0 4 号

第 １ 種 区 画 漁 業

う
に

養
殖

業
１

月
１

日
か

ら
1
2

月
3
1日

ま
で

糸
島

市
志

摩
芥

屋
地

先
次

の
(イ

)　
、

(ロ
)　

、
(ハ

)　
、

(ニ
)　

及
び

（
イ

）
を

順
次

に
結

ん
だ

直
線

に
よ

っ
て

囲
ま

れ
た

区
域

基
点

第
9
1号

　
芥

屋
漁

港
北

側
防

波
堤

突
端

に
設

置
し

た
標

識
(イ

)　
　

基
点

第
9
1号

か
ら

真
方

位
0
0
1度

0
5分

　
 1

6
3メ

ー
ト

ル
の

点
(ロ

)　
　

基
点

第
9
1号

か
ら

真
方

位
0
2
0度

2
4分

　
 1

1
1メ

ー
ト

ル
の

点
(ハ

)　
　

基
点

第
9
1号

か
ら

真
方

位
3
2
4度

1
0分

　
  

3
4メ

ー
ト

ル
の

点
(ニ

)　
　

基
点

第
9
1号

か
ら

真
方

位
2
8
3度

4
8分

　
  

7
0メ

ー
ト

ル
の

点
（
ホ

）
　

基
点

第
9
1号

か
ら

真
方

位
3
2
0度

4
1分

　
 1

3
3メ

ー
ト

ル
の

点

な
し

糸
島

市
志

摩
芥

屋
、

神
在

、
前

原
中

央
、

井
田

原
、

福
岡

市
南

区
井

尻

団 体 漁 業 権
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エ
申

請
期

間
令

和
７

年
６

月
１

６
日

か
ら

令
和

７
年

７
月

１
６

日
ま

で
オ

筑
区

第
１

号
か

ら
第

４
号

、
筑

区
第

1
0
1
号

か
ら

1
1
3
号

、
筑

区
第

2
0
1
号

か
ら

2
0
4
号

、
筑

区
3
0
1
号

か
ら

3
1
4
号

、
筑

区
第

4
0
1
号

、
筑

区
第

5
0
1
号

、
筑

区
第

6
0
1
号

か
ら

第
6
0
2
号

、
筑

区
第

7
0
1
号

、
筑

区
第

8
0
1
号

、
筑

区
第

9
0
1
号

か
ら

9
0
7
号

、
筑

区
第

1
0
0
1
号

、
筑

区
第

1
1
0
1
号

か
ら

筑
区

第
1
1
0
4
号

、
筑

区
第

1
2
0
1
号

、
筑

区
第

1
3
0
1
号

か
ら

第
1
3
0
3
号

、
及

び
筑

区
第

1
4
0
1
号

ま
で

変
更

な
し
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30
1

30
5

30
2

14
02

11
04
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30
6

30
3

31
5

14
03

13
04

13
05

13
06

13
07
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13
08

30
4

13
03
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13
09

-14-



31
1 31
2

31
6
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項目 ５トン以上の
入漁許可数

許可が不必要の
５トン未満船数

筑前海区に入漁
する佐賀県船数

年度 （A） （B） （A）＋（B）

平成14 51 70 51 213 264

15 47 60 47 192 239

16 36 60 36 225 261

17 32 60 32 229 261

18 25 60 25 185 210

19 24 50 24 182 206

20 16 50 16 161 177

21 15 40 15 159 174

22 15 40 15 96 111

23 15 40 14 90 104

24 14 30 13 128 141

25 13 30 13 128 141

26 13 30 13 122 135

27 13 30 13 120 133

28 13 30 13 124 137

29 13 30 13 124 137

30 13 30 13 124 137

令和元 13 30 13 124 137

2 11 20 11 124 135

3 11 20 10 124 134

4 11 20 11 89 100

5 9 20 9 96 105

6 7 20 6 80 86

7 7 0

福岡県海域に入漁する佐賀県小型いかつり漁業の

許可数（５トン船以上）及び漁船数の推移

５トン以上の
許可希望数

５トン以上の
入漁許可枠

-1-

　　資　料　２
（22-37　筑前漁調委）
（令和７年１月２７日）
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　　資　料　３
（22-37　筑前漁調委）
（令和７年１月２７日）



漁業法第５８条において読み替えて準用する第４２条第１項及び福岡県漁業調整規則第１１条第１項に基づく公示（筑前）

１　許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置

漁業種類
漁具の種類
その他の漁
業の方法

操業区
域

漁業時期
推進機関
の馬力数

船舶の総
トン数

許可す
る隻数

漁業を営む者の資格

小型機船底
びき網漁業

手繰第２種
えびこぎ網

筑前海
区海面

５月１日から
１２月３１日

まで

・漁船法
馬力数

260kW以下
（旧漁船
法馬力数
60以下）
・総行程
容積6.23
㍑以下

５トン未
満

2
・糸島市に住所を有する者。
・ごち網又はきす流し刺し網漁業の許可を受
けていない者

刺し網漁業
自家用餌料
用さんま流
し刺し網

筑前海
区海面

１１月１日か
ら翌年３月３

１日まで
― ― 1 ・福岡市に住所を有する者

固定式刺し
網漁業

固定式刺し
網

筑前海
区海面

１月１日から
１２月３１日

まで
― ― 1 ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九

州市戸畑区に住所を有する者

小型いかつ
り漁業

小型いかつ
り

筑前海
区海面

４月１日から
翌年３月３１

日まで
―

５トン以
上２０ト
ン未満

1 ・筑前海沿岸市町に住所を有する者

小型いかつ
り漁業

小型いかつ
り

筑前海
区海面

４月１日から
翌年３月３１

日まで
―

５トン以
上２０ト
ン未満

80 ・長崎県内に住所を有する者

かご漁業 雑魚かご
筑前海
区海面

１２月１日か
ら翌年１１月
３０日まで

― ― 2 ・北九州市若松区、北九州市戸畑区に住所を
有する者

たこつぼ漁
業

たこつぼ
筑前海
区海面

１月１日から
１２月３１日

まで
― ― 1 ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、糟屋

郡新宮町大字相島に住所を有する者

潜水器漁業 潜水器
筑前海
区海面

１２月２１日
から翌年１０
月３１日まで

― ― 1 ・北九州市小倉北区に住所を有する者

２　許可又は起業の認可を申請すべき期間

　　令和７年２月１日から令和７年２月２８日まで
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漁業法第５８条において読み替えて準用する第４２条第１項及び福岡県漁業調整規則第１１条第１項に基づく公示（筑前）

１　許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置

漁業種類
漁具の種類
その他の漁
業の方法

操業区
域

漁業時期
推進機関
の馬力数

船舶の総
トン数

許可する
隻数

漁業を営む者の資格

小型いか
つり漁業

小型いかつ
り

筑前海
区海面

４月１日から
翌年３月３１

日まで
―

５トン以
上２０ト
ン未満

筑肥連調
委で承認さ
れた許可枠
内の隻数

・佐賀県内に住所を有する者

２　許可又は起業の認可を申請すべき期間

　　筑肥連調委の開催日以降から令和７年２月２８日まで
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山口、福岡両県いかつり漁業に関する覚書(案) 

 
 山口、福岡両県の沖合海域におけるいかつり漁業の操業調整について覚書を交わし、両県いかつ

り漁業者の円滑な操業を図ろうとするものである。 
 
１ 目 的 

 この覚書は山口、福岡県における許可等の適用海域で操業するいかつり漁業者が、それぞれの

漁業調整規則、委員会指示あるいは許可方針等の諸規制を遵守し、秩序ある操業を確立すること

を目的とする。 
 
２ 基 線 

 この覚書に定める海域を表示する基線は、次のとおりとする。 
（１）Ａ 線 

 北緯 34 度２分 37.7 秒、東経 130 度 47 分 56.5 秒（日本測地系：北緯 34 度２分 26 秒、東

経 130 度 48 分５秒）の点（旧第２灯浮標）と福岡県宗像市沖ノ島東端とを結ぶ線のうち、Ｂ

線と交わる点（以下、「Ａ点」という。）以東の線 
 
（２）Ｂ 線 

 福岡県宮若市犬鳴山山頂と福岡県宗像市地ノ島西端とを結ぶ線の延長線のうち、Ａ点以北の

線 
 
（３）Ｃ 線 

 北緯 34 度２分 37.7 秒、東経 130 度 47 分 56.5 秒の点（旧第２灯浮標）と福岡県宗像市沖

ノ島東端とを結ぶ線のうち、Ａ点以西の線 
 
（４）Ｄ 線 

 福岡県宗像市沖ノ島北端と長崎県対馬市長崎鼻とを結ぶ線のうち、Ｅ線と交わる点（以下、

「Ｂ点」という。）以東の線 
 
（５）Ｅ 線 

  次のイ、ロを結ぶ線の延長線のうちＢ点以北の線 
 
  イ 長崎県対馬市対馬黒島灯台と福岡県宗像市沖ノ島灯台とを結ぶ線の中間点 
  ロ 長崎県対馬市舌埼灯台と福岡県宗像市沖ノ島灯台とを結ぶ線の中間点 
 
３ 許可等の適用海域 

 いかつり漁業の許可等にかかる両県知事の適用海域は、それぞれ次のとおりとする。ただし、

両県適用海域が重複する海域は共通海域とし、４の共通海域の取扱いに基づき処理するものとす

る。
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（１）山口県 
 Ａ線、Ｃ線、Ｄ線及びＥ線の以東、以北の海域とする。ただし、福岡県宗像市沖ノ島の最大

高潮時海岸線から３海里以内の海域を除く。 
 
（２）福岡県 

 Ａ線及びＢ線の以西、以南の海域とする。 
 
４ 共通海域の取扱い 

（１）集魚灯に使用できる電球の総設備容量の上限は、45 キロワットとする。ただし、山口県知

事の許可を得た小型いかつり漁船がいかつり漁業の禁止区域（漁業の許可及び取締り等に 
関する省令（昭和 38 年農林省令第５号）第 23 条別表第４のいか釣り漁業に係る禁止区域） 
以外の海域で操業する場合は、この限りではない。 

 
（２）山口、福岡両県のいかつり漁船の光力差により操業上の問題が生じた際は、両県は船間距

離等の具体的な対策について誠意をもって協議を行うものとする。 
 
（３）取り締まりは両県で協調しながら行うものとし、その取り決めについては別途協議の上、

定めるものとする。 
 
５ 有効期間 

令和７年４月１日  令和８年３月３１日 

 この覚書の有効期間は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 
 

 
 以上のとおり双方の意見の一致を見たので、本書２通を作成の上、両県でそれぞれ保有する。 

 
令和７年３月１９日 

 令和６年２月１６日 
                                

山口県農林水産部水産振興課長   澁谷 賢司 
                    
                    
福岡県農林水産部水産局漁業管理課長  秋本 恒基 

 

-2-



付  帯  事  項 
令和７年３月１９日 

 令和６年２月１６日に締結された「山口、福岡両県いかつり漁業に関する覚書」４の共通海域の

取扱い（３）に基づき、共通海域における漁業取り締まりに関する付帯事項として次のことを定め

る。 
 
１ 共通海域の取り締まりは、山口県及び福岡県が行う。 
 
２ 山口県及び福岡県の漁業者には、所属県の漁業に関する関係法令を適用し、違反者は所属県が

処理する（事件引継を含む）。 
 
３ 山口、福岡以外の県の漁業者には、取り締まり県の漁業に関する関係法令を適用し、違反者は

取り締まり県が処理する。 
 ただし、山口、福岡いずれかの県の許可を受けた漁業者には、許可県の関係法令を適用し、違

反者は許可県が処理する（事件引継を含む）。 
 
 
令和７年３月１９日 

 令和６年２月１６日 
                                

山口県農林水産部水産振興課長   澁谷 賢司 
                    
                    
福岡県農林水産部水産局漁業管理課長  秋本 恒基   
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覚  書(案)  

 

昭和４６年４月２７日締結した「唐津湾におけるかたくちいわし

まき綱漁業」の操業に関する確認書の取り扱いについて、令和
令和

６年
７年

２月
２月

８日
４日

開催の２２期
２２期

第３回
第４回

筑肥連合海区漁業調整委員会において

審議の結果、次のとおり決定したので、筑前・松浦海区漁業調整委

員会会長は、ここに覚書を交換する。  

 

記  

 

１ 昭和４６年４月２７日締結した確認書のうち第１の３の操業期

間を福岡県糸島市地先海域（確認書では福岡県糸島郡地先海域）

においては９月１日から翌年２月１０日までとし、有効期間を

令和
令和

７年
８年

５月１日までの１ヶ年間、これを延長する。  

 

２ 上記の確認書の記の第１の１の操業区域中の二重岳は、現在の

二丈岳のことである（平成９年３月５日開催の第１６期第２回筑

肥連合海区漁業調整委員会において確認）。  

 

３ この覚書は、玄海・松浦海の基本協定書の付帯協定として調印

した場合は、１の期間中といえども効力を失うものとする。  

 

４ 上記事項を証するため本書５通を作成し、筑肥連合海区漁業調

整委員会及び筑前・松浦両海区漁業調整委員会並びに福岡・佐賀

両県に各１通を保有するものとする。  

-1-

　　資　料　５
（22-37　筑前漁調委）
（令和７年１月２７日）



 

 

令和
令和

６年
７年

２月
２月

８日
４日

 

 

 

筑前海区漁業調整委員会 会長    冨 重 信 一  

 

 

松浦海区漁業調整委員会   会長    川 嵜 和 正  

 

立会人  

 

 

福岡県農林水産部水産局  

漁業管理課        課長     秋 本 恒 基 

 

 

佐賀県農林水産部水産課  課長     横 尾 一 成 
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覚  書（案） 

  

   佐賀県海域に入漁する福岡県一そうごち網及び二そうごち網漁業については、昭

和２７年７月２日締結の玄海、松浦海漁業調整協定並びに同附帯協定によって操業さ

れていたが、この原則に副わない点があり、しばしば佐賀県船との間に競合があった。 

そのため昭和３４年９月４日筑肥連合海区漁業調整委員会において別個にごち網漁 

業に関し１か年の協定をなし入漁の調整をはかってきた。                         

 しかしその後、昭和３９年から令和
令和

５年
６年

までの間一部改正しながら１年の暫定と 

して覚書を取り交わしてきた。 

 更にこれが改正のため令和
令和

６年
７年

２月
２月

８日
４日

開催の第２２期
第２２期

第３回
第４回

筑肥連合海区漁業調

整委員会において審議の結果、第３条の令和
令和

５年
６年

を令和
令和

６年
７年

に、附帯事項のうち１

の令和
令和

５年
６年

を令和
令和

６年
７年

に改めたほかは、いずれも令和
令和

５年
６年

１月
２月

３１日
８ 日

調印の覚書及び

附帯事項のとおり、更に暫定として１か年間これを延長することに決定したので、こ

の覚書を取り交わすものとする。 

                                                               

                                    記 

 

第１条 福岡県知事の許可する一そうごち網及び二そうごち網漁業（漁船の推進機関

の馬力数は平成１４年４月１日施行の漁船法施行規則に基づく８０キロワット

以内または施行前の規則に基づく２５馬力以内とする。但し、平成１４年のこ

の覚書の締結の際に、現に福岡県知事のごち網漁業の許可を受けていた者が、

当該許可にかかわる漁船を使用し、同締結の際に当該漁船に搭載していた推進

機関と同じものを搭載してごち網漁業を営む場合に限り、昭和５７年７月１８

日施行の同規則に基づく馬力算定法による５０馬力以内とする。）で、佐賀県

知事の管轄する海域において操業できる区域は次の範囲とする。 

（１） 一そうごち網漁業については、加部島の東端から加唐島東北端見通し線以東
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の佐賀県海域。ただし、佐賀県の共同漁業権漁場を除く。 

（２） 二そうごち網漁業については、加部島の東端から加唐島東北端を見通したそ

の延長線と、二神島北端から加唐島北端を見通した延長線との２延長線によっ

て囲まれた以東北の佐賀県海域。ただし、加唐島北部最大高潮時海岸線から 

１，４５０メートルの線によって囲まれた区域を除く。 

（３） 禁止期間は１月１日から３月１５日まで。 

 

第２条 福岡県二そうごち網漁業（馬力は第１条と同じとする。）のうちｌ統に限り

次の条件により次の区域（特別入漁区域）内において操業することができる。 

１ 特別入漁区域 

次のイ、ロ、ハの３直線によって囲まれた佐賀県海域。 

ただし、加唐島北部最大高潮時海岸線から１，４５０メートルの線によって囲

まれた区域を除く。 

イ 加部島東端から加唐島東北端見通し線の延長線 

ロ 加唐島北端から長崎県二神島北端見通し線 

ハ 唐津市肥前町京泊宮崎鼻東端から馬渡島東端見通し線の延長線 

２ 入漁条件 

イ 入漁の期間 

特別入漁区域への入漁期間は、９月２１日から１０月３０日までの４０日間

とする。 

ロ 操業方法 

網は引き寄せるものとし、こぎ網してはならない。 

ハ 漁業許可証及び入漁標識旗 

特別入漁区域へ入漁する者は佐賀県知事の漁業許可を受け、かつ漁業許可証

及び入漁標識旗の交付を受けなければならない。 

３ 入漁船の義務 
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イ 特別入漁区域へ入漁する者は、佐賀県知事から交付された漁業許可証及び入

漁標識旗を同時に携行し、かつ標識旗はブリッジの左舷側の上部１メートル

の位置に確実に掲揚しなければならない。 

ロ 入漁船は佐賀県漁船の操業中その妨害となる範囲内において操業してはなら

ない。 

 

第３条 この覚書の有効期間は令和
令和

６年
７年

４月１日から１か年とする。 

ただし、松浦、筑前海区漁業調整委員会の合意により延長することができる。 

この協定が成立したことを証するため本書５通を作成し、筑肥連合海区漁業調整委 

員会及び松浦、筑前海区漁業調整委員会並びに佐賀県、福岡両県に各１通保管する。 

 

令和
令和

６年
７年

２月
２月

８日
４日

 

               筑肥連合海区漁業調整委員会委員   冨 重 信 一 

                                        上 田 直 子 

                                        太 田 耕 平 

                                        井 上   博 

                                        板 谷 正 信 

                                       坂 本 政 彦 

                                                     川 嵜 和 正 

                                        池 田 宏 子 

                                        坂 本 安 則 

                                        梅 崎 博 昭 

                                        荒 巻 信 弘 

                                        坂 口 正 人 
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立 会 人 

福岡県側 

   福岡県農林水産部水産局漁業管理課長  秋 本 恒 基 

  

佐賀県側 

   佐賀県農林水産部水産課長      横 尾 一 成 
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附 帯 事 項 

 

 令和
令和

６年
７年

２月
２月

８日
４日

調印した福岡県ごち網漁業の佐賀県海域入漁に対する附帯事 

項として次のことを定める。 

 

１ 覚書第１条に規定する入漁区域の線は、令和
令和

６年
７年

９月１６日から令和
令和

６年
７年

１１月

１５日まで暫定措置として土器崎から小川島西端見通し線の延長とする。 

 

２ この協定に違反した入漁者に対しては、次のとおり処分するものとする。 

イ 協定区域外の佐賀県海域に侵入した者は、その日から特別入漁区域への入漁を

禁止する。 

ロ 同一漁業組合の者が３件以上区域外侵入した時は、当該組合の連帯責任として、

その日以降その組合全部の特別入漁区域への入漁を禁止する。 

ハ 佐賀県漁船の漁業を妨害（佐賀県ごち網、釣、延縄漁業等を包囲したり、漁具

に被害を与えたりする等）した者は、その日以降その者の特別入漁区域への入漁

を禁止する。 

ニ 同一漁業組合の者が３件以上佐賀県漁業の妨害をした時は、当該組合の連帯責

任として、その日以降その組合全部の特別入漁区域への入漁を禁止する。 

 

３ 漁業許可証 

覚書第２条３のイ及び附帯事項２の口及びニに該当する義務の怠慢または違反が

あった時は、その者の所属する組合に割り当てられた全部の漁業許可証及び入漁標

識旗をともに没収するものとする。 
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（現行） 

筑前海区漁業調整委員会指示第 202 号 
 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項の規定に基づき、福岡湾（博

多湾）内におけるアサリの乱獲を防止し、アサリ資源の保護を図るため、次の

とおり指示する。 
 ただし、試験研究機関等が試験研究等のためにアサリを採捕する場合は、こ

の限りではない。 
  令和４年２月 18 日 

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一  
１ 指示の適用海域 
    福岡市東区西戸崎東端と福岡市西区小戸妙見岬を結んだ直線と陸岸によっ

て囲まれた福岡湾東部海域。ただし、筑前海区漁業調整委員会指示第 201
号の指示の適用海域を除く。 

２ じょれんの制限 
  アサリを採捕するじょれんは、間口 35 センチメートル以上のものを使用し

てはならない。 
３ 指示の期間 
   令和４年４月１日から令和７年３月 31 日まで 
 

（更新案） 

 筑前海区漁業調整委員会指示第 213 号 
 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項の規定に基づき、福岡湾（博

多湾）内におけるアサリの乱獲を防止し、アサリ資源の保護を図るため、次の

とおり指示する。 
 ただし、試験研究機関等が試験研究等のためにアサリを採捕する場合は、こ

の限りではない。 
  令和７年 月  日（公報搭載の日） 

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一  
１ 指示の適用海域 
    福岡市東区西戸崎東端と福岡市西区小戸妙見岬を結んだ直線と陸岸によっ

て囲まれた福岡湾東部海域。ただし、筑前海区漁業調整委員会指示第 212
号の指示の適用海域を除く。 

２ じょれんの制限 
  アサリを採捕するじょれんは、間口 35 センチメートル以上のものを使用し

てはならない。 
３ 指示の期間 
   令和７年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 
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 筑前海区漁業調整委員会指示第 208 号 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項の規定に基づき、筑前海区における

一本釣りに使用する集魚灯について漁業調整を図るため、次のとおり指示する。ただし、

試験研究機関等が調査研究を目的として使用する集魚灯については、この限りではない。 

 令和６年３月１日 

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一  

１ 指示の対象 

一本釣りを行う船舶 

２ 指示の適用海域 
 (1)Ａ海域 
  次のア、イ及びウを順次に結んだ直線より南並びに宗像市沖ノ島、同市大島、福岡市

西区小呂島及び糸島市志摩姫島烏帽子島の最大高潮時海岸線から３海里以内の海域。 
 ア 山口県下関市蓋井島の北端 
 イ 宗像市大島神崎筑前大島灯台から真方位 318 度 2,000 メートルの点 
 ウ 佐賀県唐津市呼子町加部島臼島灯台 
(2)Ｂ海域 

    Ａ海域を除く海域。 
３ 指示の内容 
  集魚灯に使用するＬＥＤ灯については、ＬＥＤ灯の消費電力に５を乗じた値を「ＬＥ

Ｄ取扱電力」とする。 
(1) Ａ海域において、ＬＥＤ灯を使用して一本釣りを行う船舶の集魚灯の電気設備は、 

  電球の消費電力とＬＥＤ取扱電力の合計が 10 キロワットを超えてはならない。 
(2) Ｂ海域において、集魚灯の電気設備は次のア、イ及びウのとおりとする。ただし、 

  ア及びイについては小型いかつり漁業許可を有する船舶には適用しない。 
  ア 放電灯１個の消費電力は３キロワット以内とする。 
  イ ハロゲン灯装着用ソケット数は６個以内とする。 
  ウ 放電灯装着用ソケット数は 15 個から、ＬＥＤ取扱電力（キロワット換算値） を３

で除したものの小数点以下を切り上げた値を減じた個数以内とする。 
(3) Ｂ海域において、点灯できる集魚灯は、電球の消費電力とＬＥＤ取扱電力の合計が

45 キロワット以内とする。 

４ 指示の期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（現行） 
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　　資　料　８
（22-37　筑前漁調委）
（令和７年１月２７日）



 筑前海区漁業調整委員会指示第 214 号 

漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項の規定に基づき、筑前海区における

一本釣りに使用する集魚灯について漁業調整を図るため、次のとおり指示する。ただし、

試験研究機関等が調査研究を目的として使用する集魚灯については、この限りではない。 

 令和７年 月 日（公報搭載の日） 

筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一  

１ 指示の対象 

一本釣りを行う船舶 

２ 指示の適用海域 
 (1)Ａ海域 
  次のア、イ及びウを順次に結んだ直線より南並びに宗像市沖ノ島、同市大島、福岡市

西区小呂島及び糸島市志摩姫島烏帽子島の最大高潮時海岸線から３海里以内の海域。 
 ア 山口県下関市蓋井島の北端 
 イ 宗像市大島神崎筑前大島灯台から真方位 318 度 2,000 メートルの点 
 ウ 佐賀県唐津市呼子町加部島臼島灯台 
(2)Ｂ海域 

    Ａ海域を除く海域。 
３ 指示の内容 
  集魚灯に使用するＬＥＤ灯については、ＬＥＤ灯の消費電力に５を乗じた値を「ＬＥ

Ｄ取扱電力」とする。 
(1) Ａ海域において、ＬＥＤ灯を使用して一本釣りを行う船舶の集魚灯の電気設備は、 

  電球の消費電力とＬＥＤ取扱電力の合計が 10 キロワットを超えてはならない。 
(2) Ｂ海域において、集魚灯の電気設備は次のア、イ及びウのとおりとする。ただし、 

  ア及びイについては小型いかつり漁業許可を有する船舶には適用しない。 
  ア 放電灯１個の消費電力は３キロワット以内とする。 
  イ ハロゲン灯装着用ソケット数は６個以内とする。 
  ウ 放電灯装着用ソケット数は 15 個から、ＬＥＤ取扱電力（キロワット換算値） を３

で除したものの小数点以下を切り上げた値を減じた個数以内とする。 
(3) Ｂ海域において、点灯できる集魚灯は、電球の消費電力とＬＥＤ取扱電力の合計が

45 キロワット以内とする。 

４ 指示の期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月 31 日まで 

（更新案） 
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　　資　料　９
（22-37　筑前漁調委）
（令和７年１月２７日）
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